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（報告２）


部会名 理念部会
部会長 川辺正行


副部会長 中村喜枝子
開催日 検討項目 検討内容 今後の取組 確定事項


11月27日 前文 ・大分の歴史や魅力を盛り込むことも必要では。


（第１回） ・短ければ短いほど良いと思う。


目的 ・書き出し（主語）が「この条例は…」ということではなく、
「我々市民は…」というふうに市民が主体となって、こう
いう目的のためにこの条例を制定するというような内容
が良い。


定義 ・「市民の定義」は、いろんな考え方、パターンがあるの
でよく議論する必要がある。


・「市民の定義」は、別になくてもいいくらいに、限りなく広
い範囲で捉えたほうが良いのではないか。


・「市民の定義」は、大分市のために何かしてくれる人は
皆一括りで良いと思う。


基本理念 ・他の部会で検討の際にいろんな意見が出ると思われる
ので、それらの意見を見た上で検討することで良いので
はないか。


・福祉の観点を入れたほうが良いのではないか。


総論その他 ・自治基本条例に絶対入れておかなくてはならない要素
（条文・文言）や、議論するまでもない定型的な条項を洗
い出してほしい。


・文章表現や使用する漢
字は、中学生が理解で
きる程度とする。


・なぜ今自治基本条例なのかということを議論しておく必
要がある。


・中学生が読める程度の文章表現や易しい漢字で表現
することが必要。


・大分で作った自治基本条例ということが分かるような条
例でなければいけない。


・まちづくりのランドマークにならないといけない。


・自治基本条例をみて、大分市に住みたいと思わせるも
のにしたい。


・自分たちがどれだけ大分市を愛せるか、そしてその良
いところを未来永劫つないでいけるかということが出てき
たらすばらしい自治基本条例になる。


　本部会では、自治基本条例の
あり方についてのフリートーキン
グを行い、その意見交換の中で、
「目的」の書き方の問題や「市民
の定義」「前文」の内容について
議論が交わされた。
　全体としては、条文はより短く
簡潔で中学生が読んでも理解で
きる内容が望ましいという統一の
意見となっている。


・「市民の定義」は、限り
なく広い範囲で捉える。


大分市自治基本条例検討委員会 各部会の検討状況


備考
・前文は部会委員がそれ
ぞれ考えて持ち寄ること
とした。


・事務局において、条例
に必要な要素、定型的な
条項を抜き出して提示
し、それ以外の項目につ
いて重点的に議論する。


・大分市の魅力について
箇条書きで持ち寄り、意
見を深めることとした。
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（報告２）


部会名 理念部会
部会長 川辺正行


副部会長 中村喜枝子
開催日 検討項目 検討内容 今後の取組 確定事項


大分市自治基本条例検討委員会 各部会の検討状況


備考
総論その他 ・一読したときにインパクトのあるものにしたい。


・他都市の自治基本条例と読み比べたときに、「これは
いい」と言わせるような、読ませる自治基本条例がいい
のでは。


・市民が主体だということが条例のどこから見てもわかる
ようにしなくてはならない。


・今後の検討については、他の部会に影響がありそう
な、定義だとか文章の表現スタイルなどを早めに決めた
ほうが良いのでは。


・検討の進め方として「大分市のどこが魅力的である」や
「どこが嫌いである」「魅力的と思う部分のうち未来永劫
受け継いでいく部分」などを洗い出していくのが良いので
は。
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（報告２）


部会名 理念部会
部会長 川辺正行


副部会長 中村喜枝子
開催日 検討項目 検討内容 今後の取組 確定事項


大分市自治基本条例検討委員会 各部会の検討状況


備考


12月22日


総論その他 ・「協働」について、やらされてするという考え方だと全く
進歩がない。自分達のまちは自分達で良くすると、良く
なった結果は全部自分達で受け止められるという考え方
が必要。


（第２回）
・「議会基本条例」と「自治基本条例」の関係は、決して
対等ではなく、「議会基本条例」は「自治基本条例」の一
角を占める部分である。


前文 ・前段で「大分市の歴史を含めてある程度のこと」を語
り、二段目で「現状の我々の考えている方向性と未来に
つなぐという想い」を語り、最後に「だからこの自治基本
条例を作ります」という三段構成で作成する。


・「道しるべ」という言葉は、自治基本条例を表すに良い
言葉である。


・主語は「私たち大分市民」を使うと良いのではないか。


・今の大分市のベースとなるキーワードとして「新産都」
という言葉は良い。


・豊かさや温かさをイメージさせる「豊の国」という言葉は
良い。


・「大分川・大野川」という言葉も入れたいが、イメージと
しては「豊の国」に含まれる。


・国際交流に力を入れていると発信する意味で「世界に
広く目をひらき」というフレーズがあっても良い。


定義 ・「自治」という言葉の捉え方と併せて「協働」という言葉
の定義をきちんと出す必要がある。


・「私たち大分市民」を主
語とし、「豊の国」という言
葉をベースに大分が誇る
自然・風土、これからの
取組を交え、「世界に広く
目をひらき」という国際的
な部分を加味しながら、
最終的には「私たちは自
治基本条例を定めます」
という流れで、再度各委
員で作文し、次回持ち寄
ることとした。
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（報告２）


部会名 執行機関・議会部会
部会長 宇野稔


副部会長 高瀬圭子
開催日 検討項目 検討内容 今後の取組 確定事項


11月11日 総論その他 ・民意が反映されるルール作りが必要である。


（第１回） ・地方分権の進ちょく状況と将来予測を踏まえた検討が
必要である。


・「議会基本条例」が先行している本市においては、最高
規範性を持つ自治基本条例との関係性が問題になって
くると思われる。


・執行機関・議会から見た現行で行われている制度と、
市民から見たそれが十分活用されていない部分を、ど
のように活用していけるかという仕組みづくりが必要であ
る。


・今までの概念を捨て、この条例によって変わる事があ
れば、どこかで痛みが生じるということも覚悟したうえで
の議論が必要である。


11月25日 総論その他


(第２回）


・自治基本条例ができれば、首長が代わっても基本的な
方針は変わらないということだと思う。


・市民が自治に関わったという実感が持てるシステムが
必要である。


・市民の権利も大事であるが、責務が非常に大事であ
る。


・市民の声をできるだけストレートに聞いてもらうようなシ
ステム作りができないか。


大分市自治基本条例検討委員会 各部会の検討状況


備考
・パブリックコメントの意見
に対しての市の対応状況
を検証する。


・市民の意見を行政や議
会の中に取り入れるシス
テムが現在どのようなも
のがあるか、又はどのよ
うなものが必要かという
検討を行う。


・古典など良いものは後世に残るので、条例にもそのよ
うなものを盛り込めると良い。


・現行の各種審議会等の
委員の選任状況(方法）
について、現状把握を行
う。


　本部会では、「執行機関」や「議
会」の役割等を議論するに当た
り、本市における事務事業等の
現状や議会基本条例との関係
性、又はあり方等について、特に
目的を設けずに、広くフリートー
キングを行うこととしている。
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（報告２）


部会名 執行機関・議会部会
部会長 宇野稔


副部会長 高瀬圭子
開催日 検討項目 検討内容 今後の取組 確定事項


大分市自治基本条例検討委員会 各部会の検討状況


備考


12月16日 総論その他


(第３回）


・各種審議会等に一般参加の委員が非常に少ない。


・各種審議会等の公開率が悪い。


・情報公開について、会議録などを見たいときに自由に
見れる閲覧室があって、それを市民にお知らせをすると
インターネットをしない市民にとっても良いのではない
か。


・市民参加や市民協働について、具体的にどのように条
例の中に活かされるのかが難しい。


・公開について、条例に謳いこむ際は、最終的に「努力
する」などの言い方にしておかないと、「ここまでやりま
す」と言ってしまうと身動きがとれなくなる。


・審議会等の委員の自由な発言を保障するようなことも
基本条例の中に謳って良いのではないか。


・市民のみなさんが自治を担うだけの意識を持っていた
だくことも必要である。


・行政にあれこれ言うだけが市民ではなく、自分たちもこ
うするので、共に考えてとならないと自治が成り立たな
い。


・一部の少数者が、自分の利害だけのためにこの条例
のシステムを利用するということがあってはならない。


・文章や言葉の表現は、あっという間に全国・世界へ広
がっていく可能性があるので、行政や検討委員、市民に
ついても言葉に対して責任を持つ必要がある。


・大分市はフロンティアではなく、（現に市政が）続いてい
るということを（前提に）どの項目でどのように謳うのかを
考えるのが良いのでは。


・前文はすべての分野を網羅していないといけないと思
う。


・「市民政策提言」「市政モニターの提言」「各課への意
見・要望」等について、どのくらいの意見があって、どうい
うふうに取り扱われ、反映されたのか。


・次回、事務局から報告
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（報告２）


部会名 執行機関・議会部会
部会長 宇野稔


副部会長 高瀬圭子
開催日 検討項目 検討内容 今後の取組 確定事項


大分市自治基本条例検討委員会 各部会の検討状況


備考
総論その他 ・公開や参加という場合に、プラスの側面と同時にマイナ


スの側面（副作用）もあるということを押さえておかなけ
ればならない。


・次回からは、執行機関と
議会の関係について議
論を進める。


・マイナスの側面（副作用）というのは、効率性の観点か
ら手枷・足枷になり、スピードを上げて行うべき行政がで
きなくなるので、そのマイナスの部分を取り除かないと、
この条例がかえって混乱を引き起こすこととなる。


・パブリックコメントなど市民の意見が少ないというような
ことも、自治基本条例を制定することで解消できたらよ
い。


・他都市とは違って、大分市は学校の教育を通じて、自
治の意識を子供のころから持つということを盛り込んで
も良いのでは。


・市民が自分の意見をどのように提案していくかというこ
とは、「市政運営部会」とのすり合わせが必要になる。
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（報告２）


部会名 市政運営部会
部会長 島岡成治


副部会長 秦忠士
開催日 検討項目 検討内容 今後の取組 確定事項


11月24日 総合計画


（第１回） 行政評価


情報公開 ・既に「情報公開条例」があり、自治基本条例では具体
的に定める必要はないが項目として必要である。


・項立てする。


個人情報保護 ・項立てする。


行政手続 ・項立てする。


条例の制定 ・「条例の制定」のうち、条例制定等の手続に関しては、
他都市の例からその手続き上は市民の参加を図り、市
民に意見を求めることが謳われている事から、「市民参
加・まちづくり部会」との連携が必要ではないか。


法令遵守 ・１２月議会で制定された「法令遵守関連の条例」との関
係を謳う必要がある。


市の財政 ・予算編成過程を公表するかどうかの議論が必要とな
る。


市の組織・人事 ・一歩踏み込んだところの縦割り行政の解消など、抜本
的な見直しを前提とした条項とするか議論が必要であ
る。


住民の提案 ・本部会で決めるのか、あるいは、他の部会で条文化さ
れれば良いのか、又は必要ないのかを議論する必要が
ある。


苦情対応・権利
保護


・他都市においては、「オンブズマン制度」「オンブズパー
ソン」の設置を謳っているが、その制度がない大分市に
は、この項目が必要かどうかを議論する必要がある。


国との連携・地
域間連携


・必要な項目であり、市政運営とは別の章立てにして記
載したほうが分かりやすい。


・項立てする。


政策法務の推進 ・理念として必要な項目であるが、条文として「理念」や
「基本原則」で謳うのか、どの項目に謳いこむのが良い
か検討する必要がある。


危機管理体制の
確立


・謳う必要があると思うが、他都市があまり謳っていない
現状が気になる。


・政令指定都市、中核市
の状況を調査検討する。


大分市自治基本条例検討委員会 各部会の検討状況


備考
・各項目ごとに具体的な
検討を進める予定であ
る。


・自治基本条例において意味づけ、位置づけをする必要
がある。


・項立てする。 　本部会では、事務局が提示した
資料をもとに、項目ごとに本部会
で検討する必要な項目か、他の
部会で検討すべきものかなどを
議論し、その後は、項目ごとに具
体的検討を進めることとしてい
る。
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（報告２）


部会名 市政運営部会
部会長 島岡成治


副部会長 秦忠士
開催日 検討項目 検討内容 今後の取組 確定事項


大分市自治基本条例検討委員会 各部会の検討状況


備考
外部監査 ・行政評価とセットで考える。


人材育成 ・自治の発展を支える人材育成という観点であれば、
「市民参加・まちづくり部会」で検討してもらうとよいので
はないか。


・もっと広い意味での「人材育成」では、次世代を担う小
中高の「教育」というものが、自治基本条例には必要で
はないか。


多文化共生 ・多様な文化や価値観を互いに理解する概念であるが、
同時に大分の文化も考える必要がある。


環境・景観 大事なことでもあるし、別の章立てで謳うのか、少なくと
も前文や理念で触れられるべきであると思う。


総論その他(部
会名称）


・部会名について、「(仮称）行政事務部会」となっていた
が、他都市の条例において「市政運営」という言葉を使
用しているケースが多いことから変更した。


・「(仮称）行政事務部会」
改め「市政運営部会」と
した。


・各項目ごとに具体的な
検討を進める予定であ
る。
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（報告２）


部会名 市政運営部会
部会長 島岡成治


副部会長 秦忠士
開催日 検討項目 検討内容 今後の取組 確定事項


大分市自治基本条例検討委員会 各部会の検討状況


備考


12月22日
総論その他 ・次回は、現状のＭＡＸの状態で、できる範囲でかまわな


いので、案文を事務局に作成してもらいたい。


（第２回） ・人材育成的な教育や福祉の観点は、多分全体に関連
する内容である。


・「多文化共生」や「教育」など理念で大きく触れるのか、
或いは、もう少し突っ込んだ形で章立てをして大分市独
自の方向性を出すのかなど、代表者会議で議論をする
必要がある。


・大分の歴史・文化・自然など誇りにできるものが沢山あ
るので、そういった素直に良い所に育ったのだという教
育をするという、方向性を共有できれば違った形のもの
ができる。


・「教育」の項を別立てで謳うことで、大分市の色になる
のではないか。


危機管理体制の
確立 ・一応の項目として入れておくべきと考える。


・是非項目として入れていただければ有難い。
環境・景観 ・別の章立てで作りましょう。 ・別章立てする。


苦情対応・権利
保護 ・「オンブズマン制度」「オンブズパーソン」の制度がない


大分市には、今後どうするかという方向性が定まってい
ないと、条文化できない。


・この項目に限らず、現在
大分市で取り組んでいな
い内容を条文化するもの
は、代表者会議等での議
論とする。


政策法務の推進 ・必要な項目であり、市政運営とは別の章立てにして記
載したほうが分かりやすい。


・項立てする。


・事務局がたたき台を作
成し、それをもとに検討を
進める。


・項立てする。
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（報告２）


部会名 市民参加・まちづくり部会


部会長 秦政博
副部会長 日小田良二


開催日 検討項目 検討内容 今後の取組 確定事項


11月17日
市政への住民参
画


・今後具体的に議論 ・項立てする。


（第１回） 付属機関等の公
開


・現在の大分市での審議
会等の公開・非公開状況
を確認した上で再度議論
する。


住民意思の表明
(パブリックコメン
ト）


・現在も既に取り組んでいるが、表明された意思にどう
取り組んでいくのかということが、条例の中にどのように
活かされるかが課題である。


・今後具体的に議論 ・課題はあるが項立てす
る


住民投票 ・名称として「住民投票」が良いのか「市民投票」が良い
のか、また、どのように規定するのか又は規定しないの
か。


・今後議論を深める。 ・項立てする
・項目名は「住民投票」


・｢住民投票」を項立てするのであれば、(個別）条例は別
途定めるという記載方法が良いのでないか。


総論その他(部
会名称）


・部会名について、「(仮称）市民参加・協働部会」となっ
ていたが、「協働」という言葉が分かりにくいイメージがあ
るために「市民参加・まちづくり部会」と変更した。


・「(仮称）市民参加・協働
部会」改め「市民参加・
まちづくり部会」とした。


・｢協働」という言葉の意味の理解の仕方を議論する必
要がある。


11月24日
付属機関等の公
開


・審議会等の公開について、原則的な位置づけをする必
要がある。


・今後具体的に議論
・項立てする。


（第２回） 情報共有・説明
責任


・市民の側からの情報に対する要望についての対応を
条文化できないか。


・今後具体的に議論
・項立てする。


・説明責任と応答責任をセットで考えるべきであり、基本
条例という性格から、具体論をある程度考え理解したう
えで、条文を検討していく必要がある。


協働の推進 ・「協働」という言葉は、一面では市民に義務を課すとい
うことになる。そういうことを自治基本条例に謳っていい
ものか。


・項目としては必要である
と思うので、今後さらに議
論を進める。


・「協働」は今や全国共通の理念であるので、言葉の意
味が誤解されないように定義付ければよいのではない
か。


大分市自治基本条例検討委員会 各部会の検討状況


備考
　本部会では、事務局が提示した
資料の項目に沿って、「必要なも
の」「不必要なもの」また、その項
目においての考え方を整理した
後に、事務局に条文(案）を提示
させ、その条文(案）に検討部会
委員の考えが反映されているか
の検討を進める予定としている。
　今後は、特に本部会の課題と
位置付ける「住民投票」「協働の
推進」「都市内分権等」について、
さらに議論を深めることとしてい
る。
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（報告２）


部会名 市民参加・まちづくり部会


部会長 秦政博
副部会長 日小田良二


開催日 検討項目 検討内容 今後の取組 確定事項


大分市自治基本条例検討委員会 各部会の検討状況


備考
協働の推進 ・大分市の「協働」とは、行政側からは一緒にまちづくり


をしましょうという「呼びかけ」であって、市民の側からす
ると自分たちの「まちづくり宣言」に当たるものであるの
で、決して行政が主導でするというものではない。


都市内分権・地
域自治


・大分市の中でさらにどういう形で、地域ごとに財源や権
限をおろしていくのかということになると思うので、十分な
議論が必要である。


・項目として今後さらに議
論を深める。
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（報告２）


部会名 市民参加・まちづくり部会


部会長 秦政博
副部会長 日小田良二


開催日 検討項目 検討内容 今後の取組 確定事項


大分市自治基本条例検討委員会 各部会の検討状況


備考


12月15日
協働の推進 ・「協働」とは、主従関係や上下関係ということではなく、


皆でするからこれだけの結果が残るということが、分か
るまちづくりをすることが本来の協働の目的だと思う。


（第３回） ・「協働」という言葉を前面に出したときに、「はて、何だろ
う」と皆が思うかもしれないので、分かりやすいニュアン
スにしていければ良い。


・「協働」という言葉は、ずっと使っている言葉ではある
が、現状では、市民と行政などが対等のもとで使われて
いるかどうか不安であるので、例えば「連携協力」などの
ほうが上下関係がないように捉えられるのではないか。


・昔から水路の清掃など、行政のひとつの仕事を地域が
受け持ってしていたが、このようなことが「協働」であると
考えているので、特に問題はないのでは。


・ＰＴＡ活動などでも、学校ができないところをＰＴＡが手
伝ったり、連携して活動をしている。このことが「協働」と
いうことではないかと思っている。


・「協働」という言葉に誤解を含む部分があるのであれ
ば、「連携協力」でも弊害はないのではないか。


・現在「協働」という言葉を使用している理由として、市民
と行政が相互信頼し、目的を共有しながら連携協力する
ことで公共的な問題の解決にあたるという概念として呼
びかけている。


・「協働」は、自治会など団体との連携であって、住民一
人ひとりは「参加」というイメージがある。


・「参加」「協働」をするときの「責任」というものが重要で
ある。


・「協働」をすることによって、市民一人ひとりに「責任」を
問うことはないと思っている。


・「協働」は「責務」ではなく、一緒に行動しましょうという
呼びかけの概念である。


・団体と市民との関係は「連携協力」、行政と団体との関
係は「協働」というような使い分けがいるのでは。
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（報告２）


部会名 市民参加・まちづくり部会


部会長 秦政博
副部会長 日小田良二


開催日 検討項目 検討内容 今後の取組 確定事項


大分市自治基本条例検討委員会 各部会の検討状況


備考
協働の推進 ・「協働」「参加」「連携協力」など、それらを全て包括でき


るような言葉があればいい。


・「参加と協働」を大きな一括りで捉えてもよいのではな
いか。


都市内分権・地
域自治


・法で定める地域自治区を目指すのか、大分市が取り組
む「地域コミュニティの再生事業」を更に発展させていく
のかという方向性を整理する必要がある。


・地域自治区の単位は、自治会と考えたら良いのか校
区と考えたら良いのか。


・小学校区が理想ではあるが、自治基本条例でそこまで
の謳い込みは必要がないのではないか。


・地域での子育てや高齢者対策などをしていくには、地
域の再生が必要である。そういうことからも「都市内分
権・地域自治」が必要である。


・キーパーソンを集落の核として地域力を高めていくこと
が「都市内分権」に繋がっていく。
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（報告２）


部会名 市民部会
部会長 野尻哲雄


副部会長 衞本敏廣
開催日 検討項目 検討内容 今後の取組 確定事項


11月11日
総論その他 ・市民の権利や責務を議論するに当たり、「市民の定義」


をある程度明確にしておく必要がある。


（第１回）
・自分たちが暮らしやすくするために、市民と行政がお互
いの情報を共有し、お互いが手助けをしながら、まちづく
りを進めることが自治基本条例の一つの基本である。


・地域のことは地域で支えあう仕組みづくりが盛り込まれ
るべき。


11月26日 市民の権利


(第２回）


・｢市民の権利」の大前提として、「安心・安全・快適に暮
らす権利」ということが必要である。


・次いで、「情報を得る権利」「市民参画をする権利」と具
体的に書いてはどうか。


・権利の一つとして「市のサービスを受ける権利」もあ
る。


市民の責務 ・権利と責務は対になっているので、サービスを受ける
には「応分の負担を負う」というようなことを「責務」に設
ける必要がある。


・「協働」については、権利というよりも責務のところで
「協働のまちづくりを担う責務」としたい。


総論その他 ・地域コミュニティを形成する観点からも「自助・共助・公
助」ということが、非常に大事であり、自治基本条例の大
前提とするべき。


・小中学生が見て、理解できる条例にしたい。


大分市自治基本条例検討委員会 各部会の検討状況


備考


・「個人情報保護」については、市民の権利の一つであ
るものの、条例の「市民の権利」に謳ってしまうと、そのこ
とが足枷になる可能性があるため、慎重な取り扱いが必
要である。


・今まで出た意見を参考
に成文化していく。


・「市民に関すること」につ
いてフリートーキングを行
い、そこで出た意見をど
のように規定していくかを
議論していく。


・「市民の定義」を、「市
内に住所を有する人」
「市内で働く人」「市内で
学ぶ人」と大きく定義し、
この中には、団体や事
業者も「働く人」に含むと
して広い範囲で「市民」
を捉えることとした。


　本部会では、「市民に関するこ
と」について項目ごとにフリートー
キングを行い、「市民の権利」「市
民の責務」については、第３回以
降で成文化することとしている。
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（報告２）


部会名 市民部会
部会長 野尻哲雄


副部会長 衞本敏廣
開催日 検討項目 検討内容 今後の取組 確定事項


大分市自治基本条例検討委員会 各部会の検討状況


備考


12月15日
地域活動団体
事業者


(第３回）
・地域では、昔から「市民の権利」「市民の責務」という部
分は、月1回の清掃活動などのように既に確立されてい
る部分もある。そこをどのように条文化するか。


・自治会の再編も含め、行政がある程度本気で引っ張っ
ていき、活性化が見られるような自治区作りをしないと、
地域住民の変革は起こらないと思う。


・地域の活動があるときに、地域内の会社等も一緒にし
ようという話ができる体制作りを条例に入れていくのが
良い。


・地域コミュニティは、昔のように、地域のお祭りを大人
から子供へ受け継いでいたように、継続することが大事
だと思う。


総論その他 ・「行政の責務」の一つに、市民活動団体や自治会、事
業者、ＮＰＯなどの活動等を情報提供することで、相互に
連絡が取れるような体制作りを規定として入れてもらい
たい。


・次回、もう1回「地域活動
団体」「事業者の責務」を
検討し、その後、成文化
にとりかかる。


・行政が各自治会に画一的に依頼をしてくる（「健康推進
員」などの役職等）ので、少人数の自治会では困ってい
る。実態を真剣に調べるべきでは。
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